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新旧対照表 

【食品衛生法に係る食品等の通関の際における取扱い等について（昭和 57 年９月 29 日蔵関第 1055 号）】 

（注）傍線を付した箇所が改正部分である。 
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食品衛生法に係る食品等の通関の際における取扱い等について 
 

 

 

標記のことについては、「食品等輸入監視の協力方依頼について」（昭和 57 年

9 月 25 日環食第 203 号）の別添「食品衛生法に係る食品等の通関の際における

取扱い要領」に従って処理することとし、昭和 57 年 10 月 1 日から実施されたい。

 

 

 

 

 

 

 

食品衛生法に係る食品等の通関の際における取扱い要領 
１～４ （省略） 
５ 保税地域内での検体の収去等 

(1) 行政検査においては、検疫所の食品衛生監視員に必要に応じ保税地域に

立ち入らせ、蔵置されている食品等の検査のため当該貨物を開梱し、試料の

収去等を行わせるので便宜を与えられたい。 
なお、見本の収去を行う場合は、食品衛生監視員が様式第 10 号の「見本

採取票」3通（税関用、採取者用、輸入者用）を税関に提出し、うち 2通（採

取者用、輸入者用）に税関の確認印を受ける。 

また、見本収去等が行われた貨物について、様式第 11 号の「食品衛生法

第 28 条第１項（同法第 62 条第１項及び第３項において準用する場合も含

む。）に基づく収去・開梱済の証」を貼付する。 
(2)  （省略） 

６～７ （省略） 

別表１ （省略） 

様式第１号～第９号 （省略） 

 

食品衛生法に係る食品等の通関の際における取扱い等について 
 

 

 

標記のことについては、「食品等輸入監視の協力方依頼について」（昭和 57 年

9 月 25 日環食第 203 号）の別添「食品衛生法に係る食品等の通関の際における

取扱い要領」に従って処理することとし、昭和 57 年 10 月 1 日から実施されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

食品衛生法に係る食品等の通関の際における取扱い要領 
１～４ （省略） 
５ 保税地域内での検体の収去等 
(1) 行政検査においては、検疫所の食品衛生監視員に必要に応じ保税地域に

立ち入らせ、蔵置されている食品等の検査のため当該貨物を開梱し、試料の

収去等を行わせるので便宜を与えられたい。 
なお、見本の収去を行う場合は、食品衛生監視員が様式第 10 号の「見本

採取票」3通（税関用、採取者用、輸入者用）を税関に提出し、うち 2通（採

取者用、輸入者用）に税関の確認印を受ける。 

また、見本収去等が行われた貨物について、様式第 11 号の「食品衛生法

第 28 条に基づく収去・開梱済の証」を貼付する。 
 

(2)  （省略） 
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